
ミ
ニ
情
報

募
　
集

みんなの暮らしに役立つ情報を満載しています。
詳しくは、それぞれの問い合わせ先へお尋ねください。 のガイドく しら

10

11
月
の
納
税
案
内

収
納
係
☎
89
︱
２
１
２
８

国
民
健
康
保
険
税
⋯
第
５
期

納
税
に
は
便
利
な
口
座
振
替
を
お
勧
め

し
ま
す
。

※
口
座
振
替
の
申
し
込
み
は
、
市
内
各
金

融
機
関
ま
た
は
税
務
課
⑱
番
窓
口
で
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

17
年
度
個
人
事
業
税
の
納
税
案
内

山
本
地
域
振
興
局
県
税
課

☎
52
︱
６
２
０
１

２
期
分
納
付
期
限
⋯
11
月
30
日
㈬

納
付
書
が
届
い
た
ら
、
お
近
く
の
金
融

機
関
の
窓
口
で
、
納
付
期
限
ま
で
に
忘
れ

ず
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

特
設
人
権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

秋
田
地
方
法
務
局
能
代
支
局

☎
54
︱
４
１
１
１

12
月
４
日
㈰
〜
10
日
㈯
は
﹁
人
権
週
間
﹂

で
す
。
い
じ
め
、
登
記
、
家
庭
内
や
近
隣

間
の
も
め
事
な
ど
の
問
題
を
抱
え
て
い
る

人
は
、
一
人
で
悩
ま
ず
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

日
時
⋯
12
月
７
日
㈬

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

児
童
虐
待
は
、
発
生
予
防
、
早
期
発

見
・
早
期
対
応
が
大
切
で
す
。
虐
待
を
受

け
た
と
思
わ
れ
る
児
童
を
発
見
し
た
場
合

は
、
速
や
か
に
市
役
所
や
県
の
児
童
相
談

所
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
連
絡
し
た
人

の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

連
絡
先
⋯

能
代
市
家
庭
児
童
相
談
室

☎
89
︱
２
９
５
５

秋
田
県
北
児
童
相
談
所

☎
０
１
８
６
︱
52
︱
３
９
５
６

里
親
制
度
の
お
知
ら
せ

県
子
育
て
支
援
課

☎
０
１
８
︱
８
６
０
︱
１
３
４
４

県
北
児
童
相
談
所

☎
０
１
８
６
︱
52
︱
３
９
５
６

家
庭
児
童
相
談
室
　
☎
89
︱
２
９
５
５

里
親
制
度
は
、
い
ろ
い
ろ
な
家
庭
の
事

情
で
家
族
と
一
緒
に
生
活
で
き
な
い
お
子

さ
ん
を
、
里
親
登
録
を
受
け
た
人
の
ご
家

族
に
お
願
い
し
て
養
育
す
る
制
度
で
す
。

◆
里
親
の
種
類
︵
４
種
類
︶

①
養
育
里
親
⋯
期
間
の
制
限
な
く
養
育

②
親
族
里
親
⋯
３
親
等
以
内
の
児
童
を
養

育
︵
祖
父
母
・
お
じ
お
ば
な
ど
︶

③
短
期
里
親
⋯
１
年
以
内
の
養
育
を
行
う

︵
週
末
や
長
期
休
み
の
養
育
も
可
能
︶

④
専
門
里
親
⋯
虐
待
な
ど
の
た
め
専
門
的

な
養
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
を
養
育

︵
資
格
や
研
修
が
必
要
︶

※
審
査
を
受
け
た
後
に
登
録
さ
れ
ま
す
。

障
害
者
ふ
れ
あ
い
作
品
展
作
品
募
集

ふ
れ
あ
い
福
祉
係
☎
89
︱
２
１
５
３

募
集
作
品
⋯
書
・
絵
画
・
写
真
・
陶
芸
・

手
芸
・
民
芸
品
・
ア
イ
デ
ィ
ア
作
品
な

ど
、
障
害
者
や
そ
の
家
族
の
作
品

申
し
込
み
⋯
12
月
12
日
㈪
ま
で

提
出
場
所
⋯
ふ
れ
あ
い
福
祉
係

(

第
４
庁
舎
⑫
番
窓
口)

展
示
期
間
⋯
12
月
17
日
㈯
〜
18
日
㈰

展
示
場
所
⋯
と
ら
い
あ
ん
ぐ
る

場
所
⋯
能
代
市
商
工
会
館
３
階
ホ
ー
ル

◎
能
代
市
の
人
権
擁
護
委
員

小
林
　
絢
子(

東
町)

☎
54
︱
２
３
２
４

大
山
　
精
子(

落
合)

☎
52
︱
２
７
４
３

山
崎
　
昌
子(

松
美
町)

☎
89
︱
５
０
１
０

今
立
芙
美
子(

中
川
原)

☎
52
︱
９
５
１
２

山
崎
　
重
行(

天
内)

☎
59
︱
２
７
０
１

平
川
　
正
信(

浅
内)

☎
54
︱
４
５
６
１

松
渕
美
佐
緒(

落
合)

☎
54
︱
７
８
７
０

大
倉
　
靖
彦(

鰄
渕)

☎
58
︱
３
９
５
６

平
澤
由
紀
子(

万
町)

☎
55
︱
０
１
２
６

※
法
務
局
・
人
権
擁
護
委
員
は
い
つ
で
も

相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

歳
末
た
す
け
あ
い
無
料
法
律
相
談
所

社
会
福
祉
協
議
会
☎
89
︱
６
０
０
０

日
常
生
活
の
困
り
ご
と
、
心
配
ご
と
な

ど
を
お
持
ち
の
人
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時
⋯
12
月
５
日
㈪

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
３
時

場
所
⋯
能
代
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ

定
員
⋯
11
人

相
談
担
当
⋯
弁
護
士
　
池
条
有
朋
さ
ん

申
し
込
み
⋯
11
月
14
日
㈪
〜

(

定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り)

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

家
庭
児
童
相
談
室
☎
89
︱
２
９
５
５

○
17
年
度
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
標
語

﹁
気
づ
い
た
ら

支
え
て

知
ら
せ
て

見
守
っ
て
﹂

児
童
虐
待
問
題
は
、
社
会
全
体
で
早
急

に
解
決
す
べ
き
重
要
な
課
題
で
す
。

あなたも裁判員に！
〜21年５月までに、裁判員制度がはじまります〜

裁判員制度とは、国民の皆さんに刑事事件に参加して

もらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合にはどのよ

うな刑にするのかを裁判官と一緒に決める制度です。

裁判員は、選挙権のある人の中から候補者を毎年くじ

で選び、事件ごとに裁判所から選ばれます。

◎身近で、速くて、頼りがいのある司法を目指します。

問合せ 秋田地方検察庁企画調査課　☎018−862−5581


